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衆
議
院
議
員
尾
辻󠄀
か
な
子
君
提
出
同
性
婚
に
関
す
る
違
憲
判
決
後
の
法
務
省
の
対
応
方
針
及
び
過
去
の
民
法
違
憲
判
決
に
お

け
る
検
討
・
審
議
期
間
等
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
尾
辻󠄀
か
な
子
君
提
出
同
性
婚
に
関
す
る
違
憲
判
決
後
の
法
務
省
の
対
応
方
針
及
び
過
去
の
民
法
違
憲
判
決

に
お
け
る
検
討
・
審
議
期
間
等
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

先
の
答
弁
書
（
令
和
七
年
十
一
月
七
日
内
閣
衆
質
二
一
九
第
一
八
号
）
に
お
い
て
答
弁
し
た
と
お
り
、
平
成
二
十
五
年
九

月
四
日
最
高
裁
判
所
大
法
廷
決
定
（
以
下
「
平
成
二
十
五
年
最
高
裁
決
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
、
同
年
十
一
月
十
二
日

に
、
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
第
百
八
十
五
回
国
会
閣
法
第
二
十
号
。
以
下
「
平
成
二
十
五
年
改
正
法
案
」
と
い

う
。
）
を
第
百
八
十
五
回
国
会
に
提
出
し
、
ま
た
、
平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
六
日
最
高
裁
判
所
大
法
廷
判
決
（
以
下
「
平

成
二
十
七
年
最
高
裁
判
決
」
と
い
う
。
）
を
受
け
、
平
成
二
十
八
年
三
月
八
日
に
、
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
第

百
九
十
回
国
会
閣
法
第
四
十
九
号
。
以
下
「
平
成
二
十
八
年
改
正
法
案
」
と
い
う
。
）
を
第
百
九
十
回
国
会
に
提
出
し
た

が
、
そ
の
際
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
平
成
二
十
五
年
最
高
裁
決
定
又
は
平
成
二
十
七
年
最
高
裁
判
決
の
内
容
、
こ
れ
ら
の
改
正
案

の
具
体
的
な
内
容
等
の
諸
般
の
事
情
が
総
合
的
に
考
慮
さ
れ
、
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
法
制
審
議
会
へ
の
諮
問
が
さ
れ
な
か
っ

た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
お
尋
ね
の
「
当
時
の
政
府
の
考
え
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い

た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 



 

２ 

 

二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
提
出
法
案
の
事
前
審
査
等
を
依
頼
し
、
提
出
法
案
の
審
査
を
行
っ
た
日
程
や
経
緯
、
与
野
党
へ
の
説
明
」
の

具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
内
閣
法
制
局
に
お
け

る
法
令
案
の
審
査
は
、
現
在
、
事
務
的
に
は
、
主
管
省
庁
が
作
成
し
た
法
令
案
の
原
案
に
つ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
予
備
審
査
の

形
で
進
め
る
方
法
が
採
ら
れ
て
い
る
が
、
平
成
二
十
五
年
改
正
法
案
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
五
年
最
高
裁
決
定
が
さ
れ
た

後
、
平
成
二
十
五
年
九
月
中
旬
頃
か
ら
、
平
成
二
十
八
年
改
正
法
案
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
七
年
最
高
裁
判
決
が
さ
れ
た

後
、
平
成
二
十
七
年
十
二
月
中
旬
頃
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
、
内
閣
法
制
局
に
お
い
て
予
備
審
査
が
開
始
さ
れ
、
そ
の
後
、
継
続

的
に
、
法
律
的
、
立
法
技
術
的
な
観
点
か
ら
の
検
討
が
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 


